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第３２号議案 

 

   令和７年度東大和市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度東大和市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 196,572 千円を減額し、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,536,725 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の廃止は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び廃止は、「第３表地方債補正」による。 

令和７年６月３日 

 

 

                    提出者 

                     東大和市長 和地 仁美 
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１ 　 歳 　 入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

15 国庫支出金 千円 千円 千円

7,932,569 234,709 8,167,278

 2 国庫補助金 624,505 234,709 859,214

16 都支出金 7,067,345 21,775 7,089,120

 2 都補助金 4,315,665 21,118 4,336,783

 3 委託金 432,024 657 432,681

17 財産収入 167,878 14,757 182,635

 2 財産売払収入 126,518 14,757 141,275

19 繰入金 1,614,035 △129,247 1,484,788

 1 基金繰入金 1,614,035 △129,247 1,484,788

21 諸収入 345,071 3,434 348,505

 5 雑入 228,406 3,434 231,840

22 市債 696,800 △342,000 354,800

 1 市債 696,800 △342,000 354,800

歳 　 　 　 入 　 　 　 合 　 　 　 計 37,733,297 △196,572 37,536,725
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２ 　 歳 　 出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総務費 千円 千円 千円

4,516,223 38,765 4,554,988

 1 総務管理費 3,459,023 38,138 3,497,161

 2 徴税費 505,758 627 506,385

 3 民生費 20,904,627 208,949 21,113,576

 1 社会福祉費 8,121,045 195,057 8,316,102

 2 児童福祉費 9,104,471 6,142 9,110,613

 3 生活保護費 3,645,918 7,750 3,653,668

 4 衛生費 2,678,483 31,000 2,709,483

 1 保健衛生費 1,033,130 31,000 1,064,130

 8 土木費 2,040,431 △175,761 1,864,670

 3 都市計画費 1,012,433 △177,360 835,073

 4 住宅費 11,078 1,599 12,677

 9 消防費 1,199,144 7,165 1,206,309

 1 消防費 1,199,144 7,165 1,206,309

10 教育費 4,218,798 △306,690 3,912,108

 1 教育総務費 1,241,678 57,883 1,299,561

 2 小学校費 667,942 △221,704 446,238

 3 中学校費 426,504 △161,597 264,907

 4 社会教育費 712,095 1,943 714,038

 5 保健体育費 983,606 16,785 1,000,391

歳 　 　 　 出 　 　 　 合 　 　 　 計 37,733,297 △196,572 37,536,725



第２表　　債 務 負 担 行 為 補 正

１　廃  止

事　　　　　項 期　　　　　間 限　　 度　　 額

千円

公園等整備事務委託 654,750令和８年度

上仲原公園高圧受電用区分開閉器
等取替工事

令和８年度 2,551
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千円

証書借入

証券発行

7,000

２　廃　止

備 　　　　考

令和６年度補正予算にて予算計上したため。

計 349,000

千円

中学校照明設備更新事業

小学校照明設備更新事業

145,400

203,600

起   債   の   目   的

第３表　　地  方  債  補  正

限 度 額 利 　率

7,000

  借入れのときから据置期間を含め、
25年以内に償還する。
　ただし、財政その他の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、若しく
は繰上償還又は低利債に借換えするこ
とができる。
　なお、その他については借入先の定
める融通条件に従う。

　5.0 % 以内
(ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率)

又は

償　　還　　の　　方　　法

１　追　加

起   債   の   目   的 起債の方法

計

全国瞬時警報システム受信機
更新事業

限   度   額
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